
                           

 

県営住宅家賃の過大及び過少徴収について 

 

県営住宅の一部の入居世帯について、過大及び過少に家賃を徴収していたことが判明

しました。対象世帯に対しては正しい家賃を通知し、過大徴収分については差額を返還

するとともに、過少徴収分については差額の納付を求めます。 

今後、同様の事案が生じないよう、再発防止に努めます。 
 

１ 過大徴収について 

（1）概要 

   県営住宅の家賃は、入居世帯の所得から公営住宅法施行令で定められた控除を行

い算定しますが､「老人扶養親族控除※１」又は「特定扶養親族控除※２」については、

施行令に控除対象者として名義人(入居契約者)が明記されていないため、本県では

控除対象としていなかったことにより、一部入居世帯の家賃を高い額で徴収してい

たものです。 

※1 70歳以上の扶養親族（所得 48万円以下*）に係る控除 

※2 16歳以上 23歳未満の扶養親族（所得 48万円以下*）に係る控除 

 *令和元年分以前の所得に基づき家賃決定をした世帯の場合は所得 38 万円以下 

  ＜参考例＞ 老人扶養控除：70歳以上の扶養親族（所得 48万円以下）に係る控除 

 

 

 

 

(2) 経緯 

    令和６年６月２８日付けで国土交通省から、家賃算定における適切な所得控除の

方法についての事務連絡があり、本県の取り扱いを確認したところ、解釈に相違が

ありました。 

   ＊複数の県において同様の事例あり 

(3) 過大徴収の状況 

    現在調査中ですが、令和６年度分について確認したところ、対象は１１世帯で、

過大徴収額の合計は約６７万円となる見込みです。 

  ＊１世帯あたりの過大徴収額：月額 2,600円～11,300円 

   （参考）R7.3.1現在の入居世帯数：4,089世帯 

(4) 今後の対応 

① 入居世帯に対しては、令和７年４月から正しい家賃を適用します。 

② 過大に徴収した家賃については、早急に確認作業を進め、対象世帯にお詫びの上、

差額を返還します。 

ア 平成３１年４月以降の家賃について 

  県で保存する書類を基に対象世帯及び対象額を精査しており、確定し次第、県

から対象世帯に連絡し、差額を返還します。 

令和７年３月２１日 

土木部建築住宅課長 北川 

電話 076-225-1776 内線 5300 

→名義人が 70歳以上で、子と同居する場合に、世帯

所得 210万円から名義人分の老人扶養親族控除の

10万円を控除していなかった 

 （現行家賃･誤）（控除後家賃･正）  (過大徴収額) 

  26,000円 － 23,000円  ＝  3,000円 

扶養 

名義人（親） 
70歳 

所得 20万円 

同居者（子） 
45歳 

所得 190万円 



イ 平成３１年３月以前の家賃について 

    文書の保存期間（５年）を経過し、県で確認することができないため、該当す

ると思われる方からの申し出により、当時の家賃を確認し、過大徴収となってい

た場合は差額を返還します。 

  対象となる世帯、申し出に必要な書類、連絡先は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 対象世帯数、返還額等については、確定し次第改めて公表します。 
 

２ 過少徴収について（令和６年度家賃） 

（1）概要 

令和６年度の家賃算定の際、その基礎となるデータを処理する過程でシステムに不

具合が生じ、本来の所得データが正しく反映されなかったことにより、一部の入居世

帯の家賃を低い額で徴収していたものです。 

（2）経緯 

令和７年度の家賃決定通知を受け取った入居者の方が、令和６年度の家賃（過少

徴収分）と比較して高くなっていることに疑問を持ち、問い合わせをいただいたこ

とから判明しました。 

(3) 過少徴収の状況 

  対象は７世帯で、合計額は７２２，７００円となります。 

＊１世帯あたりの過少徴収額：月額 2,200円～31,800円  

(4) 今後の対応 

   該当の世帯には、他の入居世帯との公平性を鑑み、お詫びの上、本来徴収すべき

正しい家賃を適用し、差額の納付を求めます。 
 

３ 再発防止策 

  今後、このような事案が生じないよう、家賃算定に係る制度・法令の適切な取り扱

いについて確認・徹底の上、職員間の情報共有を図ります。 

  また、管理システムにデータチェック機能を追加するとともに、複数の職員による

確認を徹底します。 

対象となる世帯 平成３１年３月までの間に県営住宅に入居しており、名義人（契約者）

が当時「７０歳以上」又は「１６歳以上２３歳未満」で、かつ親族か

ら扶養されていた(名義人の所得が３８万円以下である)場合 

必要書類 ・申出書（申出者の氏名、対象年度、居住していた県営住宅、世帯構

成等）  
・返還対象となる年度の世帯構成及び扶養関係、対象年度の前年の世

帯の収入（１８歳以上の者全員分）を証明する書類（当時の「収入

認定通知書兼家賃通知書」、源泉徴収票、確定申告書の控え、当時入

手した※課税証明書等）  

※市町税担当窓口での平成３１年３月以前の課税証明書の新規発行は不可 

申し出・問い合

わせ先 

石川県土木部建築住宅課 住宅管理グループ 

金沢市鞍月１－１ 石川県庁行政庁舎１６階 

電話 ０７６－２２５－１７７６（直通） 

＊「家賃過大徴収の件」とお問い合わせください 

申し出期限 令和８年３月３１日（火） 


